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こんな土地が
狙われやすい

株式会社 東亜立地鑑定

〜 地面師詐欺に遭わないために 〜



２．地面師詐欺の実例紹介
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３．地面師詐欺に合わないためには︕



第１章
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多発する
地面師詐欺事件



4

１．地面師詐欺の特徴



⽇本の個人資産は約1,700兆円（平成26年）
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（１）⽇本の不動産

出典︓説明資料 〔相続税・贈与税〕 財 務 省

そのうち60歳以上が約6割を保有（約1,000兆円）。



・土地や建物の持ち主が知らないうちに本人になりす
まして不動産を勝⼿に転売して代⾦をだまし取ったり、
担保に⼊れて⾦を借りたりする詐欺グループ。
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（２）地面師とは

・書類を偽造する役や土地を探す役、持ち主になりす
ます役など役割を分担しているとされる。

・１つの仕事で集合してきて、１つの仕事が終わったら
解散するなど、案件ごとに離合集散を繰り返す。



（３）地面師の動向

当時は、主に個人をターゲット。
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地価⾼騰で土地取引が活発だった１９９０年前後のバ
ブル期も地面師による事件が目⽴った。

近年の好調な不動産市況を背景に、地面師の動きも活
発化している。
５年間に警視庁管内だけでも数十件以上の被害が出て
いる模様。

現在は、不動産のプロがターゲットとなっている。



（４）地面師詐欺の特徴

・不動産取引には多くの登場人物が現れる。
売主、買主、双方の仲介業者、売主と買主の間に⼊り

転売する者、司法書士、弁護士など

・仮になりすまし犯が逮捕された場合、それ以外の人物
は善意を主張することになる。専門家も含め、実際には
多くの人物が地面師グループの一味であったのに、それ
を証明するのが困難な場合が多く、全容解明が難しい。

・当事者の中に犯人グループが多ければ多いほど、詐欺
を⾒抜くのが困難となり、犯罪が成⽴しやすくなる。
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2．地面師詐欺の
実例紹介



１．本件においては、事件の概要をＩＲ情報以外の情報
（登記情報、事件報道内容等）から推測も交えながら俯
瞰する。

２．企業が詐取された原因をできうる範囲で解説する。

３．地面師詐欺にあわないために、所有者の真正性の確
認にあたって注意すべき事項を解説する。
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ケース１．「海喜館事件」
積水ハウス
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平成29年8⽉及び平成30年3⽉の積水ハウスIRより。

出典︓Google ストリートビュー



○積水ハウス株式会社は、東京都内で地積約2,000㎡の
土地購⼊にあたり、土地所有者と思われる人物に購⼊代
⾦70億円の内、63億円を支払ったのち、所有権移転の登
記申請が法務局から却下された。

（1）ＩＲ情報の概要

いわゆる「地面師詐欺」の被害にあった。
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○登記申請却下の理由は「所有者側の提出書類に真正で
ないものが含まれていた」というものであった。

○それ以降、所有者と思われる人物との連絡が取れなく
なった。



（2）相関図（IRより）
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海⽼澤佐妃⼦
（売 主） IKUTA HOLDINGS

積水ハウス

売買①

売買②

④所有権移転登記

(偽装)
代⾦③

代⾦③

63億円支払



１．所有者である「海⽼澤佐妃⼦」⽒が昭和50年12⽉23
⽇に本件物件（旅館）を相続した。
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①売買交渉が進む。
本人確認は、所有者（偽者）のパスポートや公正証書等。

（2）登記情報の確認



２.符号１号 同⽇、「積水ハウス株式会社」へ上記請
求権の移転請求権仮登記がなされる。
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２． 同⽇、「ＩＫＵＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
株式会社」へ所有件移転請求権仮登記がなされる。

③複数のリスク情報が、複数の部署に訪問、文書通知
等の形で届く。

②４⽉24⽇、2件の売買契約締結。



⑤６⽉9⽇、所有権移転登記申請、却下の通知。
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④６⽉１⽇、決済が⾏われる。

偽所有者に残代⾦約６３億円が支払われる。

所有者の詐称判明。
３.７⽉４⽇、相続登記。
４.７⽉２５⽇、２番付記１号の仮登記抹消。



ケース2．「赤坂2丁目ホテル用地事件」
ＡＰＡホテル

平成25年12⽉13⽇、東京地方裁判所での判決より。
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出典︓Google ストリートビュー



○登記申請却下の理由は、「相続人の印鑑証明書や住⺠
基本台帳カード等が偽造であるため」というものであっ
た。

（1）事件の概要

いわゆる「地面師詐欺」の被害にあった。
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○アパ株式会社は、東京都内で地積約377㎡の土地購⼊
にあたり、土地所有者と思われる人物に購⼊代⾦約12.6
億円を支払ったのち、所有権移転の登記申請が法務局か
ら却下された。



（2）相関図（判決文より）
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鈴⽊ 喜美

相続人
兄弟Ａ、B （株）ダイリツ （株）クレオス

アパ（株）（株）リブテック
紹介

売買① 売買②

転売③

相続

リブテックは、アパへ本件土地を、
相続及び売買①、②により、クレオ
スに売り渡したと紹介。

※転売③の時点で、相続登記及び売買①、②の
所有権移転登記は未登記

本件契約
④12.6億円を支払

(偽装) 登記⑤

出来ず



②売買交渉は順調に進み、購⼊が決まる。
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①リブテックより、アパはホテル用地の紹介を受ける。

※事件当時、表題部登記のみであった。

（３）登記情報の確認

③売買契約を締結。

④平成25年8⽉6⽇ 決済
（代⾦支払、所有権移転、引き渡し、登記⼿続き）

登記は、相続人所有権保存登記、ダイリツへ
の所有権移転⼿登記、アパへの所有権移転登
記の⼿続き。
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⑥同年8⽉13⽇ 各登記申請、却下

⑤同年８⽉7⽇
所有権保存及び所有権移転登記が⾏われる。

容疑者には現役の司法書士が含まれる模様

⑦平成29年11⽉29⽇ 容疑者再逮捕
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登記事項証明書（参考）



３．地面師詐欺に
合わないためには︕
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24

①抵当権などの担保権が設定されていない物件

③所有者の住所が不⾃然に移転している物件

②短期間に所有権移転登記が繰り返されている物件

・権利側面から注意を要する物件



①抵当権などの担保権が設定されていない物件

抵当権などの担保権が設定された不動産
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・偽造やなりすましに⼿間がかかる。

所有権移転登記

・⾦融機関とのやりとりで詐欺が
発覚する可能性がある。

担保権を抹消
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地面師詐欺の格好のターゲット

担保権が設定されていない不動産

つまり
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②短期間に所有権移転登記が繰り返されている物件

売買契約そのものの成否が争われる潜在的なリスクを内包。

買取（所有権の取得）が真正に⾏われておらず（「真正売
買性」がない）、トラブルの種を抱えていても期間が短い
ため表面化していない可能性がある。
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２ 所有者を脅迫し、あるいは強要して買取った場合

１ 所有者に虚偽の事実を告げてあるいは一定の事実を告げずに
買い取った場合

３ 売主又は買主に錯誤がある場合

４ 売主に⾏為能⼒がなかった場合

短期間売買に潜むリスク

・・売買が無効となる危険がある

・・取り消される危険がある

・・売買が無効となる危険がある（⺠法第９５条）
例えば、原野商法（詐欺・脅迫の事例ともいえる）。

例えば売主が未成年者や被後⾒人で、法定代理人の同意
または代理がなかった場合

・・売買が取り消される危険がある。
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６ 売買契約が解除されていた場合（⺠法５４０条〜）

５ 売主に意思能⼒がなかった場合

７ そもそも売買契約⾃体が全く存在しなかった場合

・・売買が無効とされる危険が
例えば売主が認知症等で取引等についての⼗分な判断能⼒が
なかった場合

例えば売買代⾦が支払われていない等の契約違反があり
売主が解除を申し⽴てて訴訟になっている場合

例えば偽造書類や不正⼊⼿した書類等を用いて所有者の
関知しないところで登記を⾏った場合

・・登記は無効であり権利も取得し得ない



実印と印鑑登録証明書を不当に⼊⼿する目的で、所有者の住所
を移転させている可能性がある。

30

③所有者の住所が不⾃然に移転している物件

住所を移転

それまでの印鑑登録は無効

新たな印鑑を登録し、印鑑登録証明書の交付可能。
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①所有者が居住していない物件

②所有者が、異常に安価で売りに
出している物件

・所有者について注意する点

③所有権取得が相当古い場合。

④所有者や仲介者の資⼒、信用⼒、風評等に問題
がある場合
⑤所有者が法人のとき、不⾃然な役員変更登記が
なされている場合



・なりすましや替⽟の偽装⼯作が容易
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①所有者が居住していない物件（更地等）

所有者の⽣死が不明な場合や居住していない場合。

・近隣住⺠から、所有者の情報を得ることが困難。

地面師の格好の詐欺対象となる。
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②異常に安価な物件

売り急ぎ物件

Ex︓借⾦返済のため、⽇がない

買主に⼗分な調査時間を与えないために、
売り急ぎを装っている可能性がある。
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③所有権取得が相当古い場合。

古くから所有権変動がない場合

被相続人が⽣存していない可能性があ
り、相続人を装った詐欺を⾏いやすい。

相続等による所有権の変動が
登記に正しく反映されていない
可能性がある。
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④所有者や仲介者の資⼒、信用⼒、風評等に問題
がある場合。

特に資⼒に問題がある場合

万が一の場合、⼿付⾦の返還や売買代⾦の返還が
⾏われない可能性がある。

個人の場合
一般的な調査のほか、物件周辺住⺠への聞き込みなど。

法人の場合
一般的な調査に加え、帝国データバンクやリサーチ業者
を利用する。
不動産業者は、役所での⾏政処分について調査
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⑤所有者が法人のとき、不⾃然な役員変更登記がな
されている場合

不⾃然な役員変更登記

代表取締役がなりすましの可能性がある。

当該法人に役員変更の経緯などの聞き取りをする
など事前調査をする必要。
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①〜⑤にあてはまる物件を取引する際には

徹底した所有者確認を⾏うことが重要
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所有者の確認

一般的な不動産売買において

・偽造技術の向上著しい

司法書士による本人確認は、限界がある。

所有者確認は、司法書士の役目が大きい

・現役の司法書士が関わる可能
性がある。

ただし、

「特段の事情」がない限り、決済を中止してまで登記申請
の前提となる実体関係の存否を調査することはない。
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〇対 策
・多方面からの所有者確認

本人確認書類は、多方面から複数請求する。
ex）公共料⾦の明細、固定資産税評価証明、
銀⾏の通帳の写しなど

本人確認を⼆重、三重に⾏う。

物件周辺の人への聞き込み

所有者の偽装を⾒抜ける可能性がある。

・前所有者への聴聞
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事例の検証

積水事件およびアパ事件、いずれの物件につい
ても、抵当権は設定されたことがない。

権利について注意
する点の②に該当

積水事件は、所有者⻑期⼊院中であった。
アパ事件は、現況駐⾞場で所有者は近くにいない。

所有者について注意
する点の①に該当

一般的な物件よりも、
さらに注意を払う必要があった。
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さらに、積水ハウスの場合は

売買契約後、複数の部署へ

訪問、電話、文章通知等によりリスク情報が寄せられる。

法務部を含め、各部署は、取引妨害の類と判断。

一度でも裏取りをすれば、防げた可能性が。。。

現場と本社関係部署がリスク情報の分析・共有ができていな
かった。
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（３）まとめ

③少しでも怪しい場合は、所有者確認を徹底する。

④リスク情報は、可能な限り裏をとる。

②権利変動がおかしい物件や所有者の属性等
に問題がある物件は、特に注意する。

①抵当権が設定されたことがないなど、真っ白な
土地は、特に注意する。



（４）最後に
不動産取引は調査に始まり、調査に終わるといわれている。
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⼊念な調査を⾏ったにもかかわらず、

決済を⾒送る。

不動産詐欺にあわないための一つの⽴派な防御策である。

所有者の真正に疑義が⽣ずる場合

調査そのものを妨害される場合



ご清聴、誠にありがとうございました。
株式会社 東亜⽴地鑑定
代表取締役 山際智裕
http://www.toakantei.com/
（大阪本社）

大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番2号
TEL︓06-4964-1607
FAX︓06-4964-1608

（東京支社）
東京都中央区⽇本橋箱崎町5番15号
TEL︓03-5643-1116
FAX︓03-5643-1117

監修）ウイズユー司法書士事務所
代表司法書士 奥野正智


